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令和８年度 あ さ ぎ り 町 議 会 第 １ 回 会 議 会 議 録 （ 第 １ 号 ）  

招 集 年 月 日 令和８年４月２７日 

招 集 の 場 所 あ さ ぎ り 町 議 会 議 場 

開 閉 会 日 時 

及 び 宣 告 

開 議 令和8年4月27日 午前10時00分 議 長 小見田 和行 

閉 会 令和8年4月27日 午前11時41分 議 長 小見田 和行 

応（不応）招議員

及び出席並びに欠

席議員 

出 席 １４名 

欠 席  ０名 

○ 出席 △ 欠席 

× 不 応 招 

議 席 

番 号 
氏   名 

出欠等

の 別 

議 席 

番 号 
氏   名 

出欠等

の 別 

 １ 小 松 英 一 ○ ８ 森 岡   勉 ○ 

 ２ 加 藤   弘 ○ ９ 豊 永 喜 一 ○ 

 ３ 小 谷 節 雄 ○ １０ 山 口 和 幸 ○ 

 ４ 岩 本 恭 典 ○ １１ 皆 越 てる子 ○ 

 ５ 難 波 文 美 ○ １２ 溝 口 峰 男 ○ 

 ６ 加賀山 瑞津子 ○ １３ 永 井 英 治 ○ 

 ７ 橋 本   誠 〇 １４ 小見田 和 行 ○ 

議事録署名議員 １１番 皆 越 てる子  １２番 溝 口 峰 男 

出席した議会書記 事 務 局 長 高 田 真 之    事務局書記 溝 口 久 志 

地方自治法第１２

１条により説明の

ため出席した者の

職 氏名 

 出席  ○ 

 欠席  × 

 

 

  

職 名 氏     名 
出欠等

の 別 
職 名 氏    名 

出欠等

の 別 

町 長 北 口 俊 朗 ○ 教 育 長 椎 葉 勇 二  ○ 

副 町 長 土 肥 克 也 ○ 教育課長 山 内  悟 ○ 

デジタル政

策 審 議 監 長 沼 宏 季 ○ 
健 康 推 進 

課 長 
中 竹 健 次 〇 

総 務 課 長 酒 井 裕 次 ○ 
農 林 振 興 

課 長 
橋 本 英 樹 ○ 

企 画 政 策 

課 長 万 江 幸 一 朗 ○ 
商 工 観 光 

課 長 
沖 松 勝 彦 ○ 

財政課長 中 村 光 成 ○ 建設課長 小 田  淳 ○ 

税務課長 白 石 和 博 ○ 
上下水道

課 長 
鬼 塚 拓 夫 ○ 

町民課長 荒 川 誠 一 ○    

生 活 福 祉 

課 長 緒 方 理 恵 ○    

議 事 日 程  別紙のとおり 

会議に付した事件  別紙のとおり 
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議事日程（第１号） 

 

日程第 １       会議録署名議員の指名について 

日程第 ２ 議案第１号 令和 6 年災 林道烏泊線災害復旧工事請負変更契約の締結に 

ついて 

日程第 ３ 報告第１号 専決処分したあさぎり町税条例の一部を改正する条例の報告 

について 

日程第 ４ 報告第２号 専決処分したあさぎり町国民健康保険税条例の一部を改正す 

る条例の報告について 

日程第 ５ 報告第３号 専決処分した令和 7 年度あさぎり町一般会計補正予算（第 

10 号）の報告について 

日程第 ６ 報告第４号 専決処分した令和 7 年度あさぎり町国民健康保険特別会計補 

正予算（第 4 号）の報告について 

日程第 ７ 報告第５号 専決処分した令和 7 年度あさぎり町水道事業会計補正予算 

（第 6 号）の報告について 

日程第 ８ 報告第６号 専決処分した令和 7 年度あさぎり町下水道事業会計補正予算 

（第 5 号）の報告について 

日程第 ９ 同意第１号 あさぎり町固定資産評価員の選任同意について 

日程第１０       常任委員会委員の選任について 

日程第１１       議会運営委員会委員の選任について 

日程第１２       常任委員会及び議会運営委員会の委員長、副委員長の選任結 

果について 

日程第１３       広報調査特別委員会委員の辞任について 

日程第１４       広報調査特別委員会委員の選任について 

日程第１５       特別委員会の委員長、副委員長の選任結果について 

日程第１６       議員派遣の件について 

 

 

                                              

 

本日の会議に付した事件 

 

 

 

日程第 １       会議録署名議員の指名について 

日程第 ２ 議案第１号 令和 6 年災 林道烏泊線災害復旧工事請負変更契約の締結に 

ついて 

日程第 ３ 報告第１号 専決処分したあさぎり町税条例の一部を改正する条例の報告 

について 

日程第 ４ 報告第２号 専決処分したあさぎり町国民健康保険税条例の一部を改正す 

る条例の報告について 

日程第 ５ 報告第３号 専決処分した令和 7 年度あさぎり町一般会計補正予算（第 

10 号）の報告について 

日程第 ６ 報告第４号 専決処分した令和 7 年度あさぎり町国民健康保険特別会計補 

正予算（第 4 号）の報告について 
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日程第 ７ 報告第５号 専決処分した令和 7 年度あさぎり町水道事業会計補正予算 

（第 6 号）の報告について 

日程第 ８ 報告第６号 専決処分した令和 7 年度あさぎり町下水道事業会計補正予算 

（第 5 号）の報告について 

日程第 ９ 同意第１号 あさぎり町固定資産評価員の選任同意について 

日程第１０       常任委員会委員の選任について 

日程第１１       議会運営委員会委員の選任について 

日程第１２       常任委員会及び議会運営委員会の委員長、副委員長の選任結 

果について 

日程第１３       広報調査特別委員会委員の辞任について 

日程第１４       広報調査特別委員会委員の選任について 

日程第１５       特別委員会の委員長、副委員長の選任結果について 

日程第１６       議員派遣の件について 

 

 

 

                                              

 

午前１０時００分 開 会 

 

 

 

 

●議会事務局長（高田 真之 君）  御起立ください。着席ください。 

◎議長（小見田 和行 君）  ただいまの出席議員は１４人です。定足数に達していますので、令和

８年度あさぎり町議会第１回会議を開会します。これから本日の会議を開きます。本日の議事日

程は御手元に配付のとおりです。 

◎議長 （小見田 和行 君）日程第１、会議録署名議員の指名を行います。本会議の会議録署名議

員は会議規則第１２０条の規定によって、１１番皆越てる子議員、１２番、溝口峰男議員を指名

します。 

◎議長（小見田 和行 君）  日程第２、議案第１号、令和６年災林道から素泊まり線災害復旧工事

請負へ変更契約の締結についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

●町長（北口 俊朗  君）  改めまして、おはようございます。本日も、よろしくお願いいたしま

す。議案第１号、令和６年災林道烏泊線災害復旧工事請負変更契約の締結について提案いたしま

す。提案理由を申し上げます。令和７年３月１１日の令和６年度あさぎり町議会第１０回会議に

おいて議決された令和６年災林道烏泊線災害復旧工事請負契約について、請負変更契約を締結す

る必要が生じたので、地方自治法第９６条第１項第５号の規定により議決の議会の議決を経る必

要がある。これがこの議案を提出する理由です。詳細につきましては担当課長より説明申し上げ

ます。どうか審議の上、可決頂きますようよろしくお願いいたします。 

◎議長（小見田 和行 君）  橋本農林振興課長。 

●農林振興課長（橋本 英樹 君）  議案第１号について説明いたします。工事名、令和６年災林道
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烏泊線災害復旧工事。工事内容、大型ブロック積み工、ブロック積み工、植生機材、吹きつけ工。

工事場所、球磨郡あさぎり町皆越地内。契約金額、変更前５,６１０万円。変更後、９,６５９万

１,１４４円。今回の変更による増額４,０４９万１,１４４円。契約の相手方、球磨郡あさぎり町

免田西３,１３９番地、株式会社永村ブルドーザー代表取締役、梅田博亨。指名競争入札により契

約を行っております。変更契約の内容は、災害復旧工事中に発生した工事か所上部の山林法面が

崩壊したか所への対策工法として、架設工一式と植生機材吹きつけ工を追加するものです。なお、

工期につきましては、令和９年３月末を予定しております。以上で説明を終わります。 

◎議長（小見田 和行 君）  提案理由の説明が終わりましたのでこれから質疑を行います。質疑あ

りませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論あ

りませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから議案第１号を採決します。

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。起立多数です。したがって、議案

第１号は原案のとおり可決されました。 

◎議長（小見田 和行 君）  日程第３、報告第１号、専決処分したあさぎり町税条例の一部を改正

する条例の報告についてを議題とします。執行部からの報告を求めます。町長。 

●町長（北口 俊朗  君）  報告第１号、専決処分したあさぎり町税条例の一部を改正する条例の

報告について。地方自治法第１８０条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同

条第２号の規定により報告いたします。詳細につきましては、担当課長より説明申し上げますの

で、よろしくお願いいたします。 

◎議長（小見田 和行 君）  白石税務課長。 

●税務課長（白石 和博 君）  はい。それでは、報告第１号について御説明します。今回の改正は

地方税法の一部改正に伴い本条例を改正したものです。改正内容につきましては、新旧対照表に

より御説明します。なお、法改正に伴うところの条項のずれの改正、説明は省きまして、主な部

分を説明させていただきます。１７ページをお願いします。第１８条の３及び第１９条は、軽自

動車税環境性能割の廃止に伴う字句などの改正になります。２３ページをお願いします。中ほど、

第６３条は、固定資産税の免税点について、家屋を２０万円から３０万円に、償却資産を１５０

万円から１８０万円に引き上げるものです。次です。第８０条から２９ページの第９１条までに

つきましては、軽自動車税環境性能割の廃止に伴い、字句などを改正するものです。最後に附則

でございます。１３ページをお願いします。中ほどです。施行期日第１条、この条例は令和８年

４月１日から施行する。ただし、次の各号に定める規定は当該各号に定める日から施行する。ま

た、次のページ第２条以降につきましては、それぞれ経過措置を定めるものになります。以上で

説明を終わります。 

◎議長（小見田 和行 君）  報告が終わりました。質疑ありませんか。質疑なしと認めます。これ

で報告第１号を終わります。 

◎議長（小見田 和行 君）  日程第４、報告第２号、専決処分したあさぎり町国民健康保険税条例

の一部を改正する条例の報告についてを議題とします。執行部からの報告を求めます。町長。 

●町長（北口 俊朗  君）  報告第２号、専決処分したあさぎり町国民健康保険税条例の一部を改

正する条例の報告について。地方自治法第１８０条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分
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したので、同条第２項の規定により報告いたします。詳細につきましては担当課長より説明申し

上げますのでよろしくお願いいたします。 

◎議長（小見田 和行 君）  白石税務課長。 

●税務課長（白石 和博 君）  はい。報告２号について御説明します。今回の改正は地方税法の一

部改正に伴い、本条例を改正したものです。改正内容につきましては、新旧対照表により御説明

します。主な部分を説明させていただきます。８ページをお願いします。下段になります。第２

条第１項第４号として、子供子育て支援納付金課税額を規定するものです。次のページ９ページ

をお願いします。上段になります。第２条第２項は、基礎課税額の限度額を引き上げるものです。

また、中ほどですが、第５項として、子供子育て支援納付金課税額の算定方法１８歳以上被保険

者均等割加算額、そして限度額を規定するものです。次のページ１０ページをお願いします。下

段になります。第９条の２として子供子育て支援納付金課税額の所得割額を第９条の３として均

等割額を第９条の４として１８歳以上被保険者均等割額を規定するものです。１３ページをお願

いします。中ほどですが、第２３条第１項第２号は、５割軽減の対象となる軽減判定所得の基準

額を引き上げるものです。次のページ、１４ページをお願いします。下段になります。第２３条

第１項第３号は、２割軽減の対象となる軽減判定所得の基準額を引き上げるものです。１７ペー

ジをお願いします。下段になります。第２３条第４項として、１８歳未満被保険者について、子

供子育て支援納付金課税額の均等割の全額軽減を規定するものです。最後に附則でございます。

７ページをお願いします。第１条、この条例は令和８年４月１日から施行する。また、第２条で

は適用区分を定めるものでございます。以上で説明を終わります。 

◎議長（小見田 和行 君）  報告が終わりました。質疑ありませんか。質疑なしと認めますこれで

報告第２号を終わります。日程第５、報告第３号、専決処分した令和７年度あさぎり町一般会計

補正予算第１０号の報告についてを議題とします。執行部からの報告を求めます。町長。 

●町長（北口 俊朗  君）  報告第３号、専決処分した令和７年度あさぎり町一般会計補正予算第

１０号の報告について。地方自治法第１８０条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分した

ので、同条第２項の規定により報告いたします。詳細につきましては担当課長より説明申し上げ

ますのでよろしくお願いいたします。 

◎議長（小見田 和行 君）  中村財政課課長。 

●財政課長（中村 光成 君）  報告第３号について御説明申し上げます。４ページをお願いいたし

ます。令和７年度あさぎり町一般会計補正予算第１０号。令和７年度あさぎり町の一般会計補正

予算第１０号は次に定めるところによる。第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１

億２,０７３万２,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３９億４,０６１

万９,０００円とする。第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の総額は、第１表歳入歳出予算補正による。第２条、地方債の変更は第２

表地方債補正による。令和８年３月３１日専決。１０ページをお願いいたします。第２表地方債

補正です。地方債の最終協議結果を踏まえ、起債の限度額について補正したものでございます。

補正後の限度額は４,７００万円の減額となっております。なお、起債の方法、利率、償還の方法

につきましては変更はございません。次、１３ページをお願いいたします。歳入です。財政課所
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管分について御説明いたします。まず初めに、地方譲与税です。１枠目の地方揮発油譲与税から

３枠目の森林環境譲与税につきまして、交付額の確定により補正したものです。続いて、税交付

金です。４枠目の利子割交付金から、その下の配当割交付金。次のページをお願いいたします。

１枠目の株式等譲渡所得割交付金から、５枠目の環境性能割交付金につきまして、交付額の確定

により補正したものです。次のページをお願いします。続いて、地方特例交付金です。１枠目の

地方特例交付金から２枠目の新型コロナウイルス感染症対策、地方税減収補填特別交付金につき

まして、交付額の確定により補正したものです。続いて、地方交付税です。３枠目の地方交付税

につきまして、普通交付税の減額は、今回の補正の財源調整によるものです。補正予算第１０号

における留保財源は、１億２,８７３万２,０００円となっております。その下の特別交付税につ

きましては、令和７年度の交付額が３億８,５７７万円となりましたので、予算との差額を補正し

たものです。以上で財政課所管分の説明を終わります。 

◎議長（小見田 和行 君）  酒井総務課長。 

●総務課長（酒井 裕次 君）  それでは、総務課所管分につきまして説明いたします。１５ページ

をお願いします。歳入でございますが、４枠目の目１、交通安全対策特別交付金につきまして、

１７ページをお願いします。目７の消防費、県補助金。球磨川水系防災減災ソフト対策等補助金

につきまして、マンホールトイレ設置工事を繰越したことで、令和８年度での申請受入れとなっ

た分の２６０万円の減額のほか、マンホールトイレ用建具購入などの実績により減額としており

ます。次の１８ページをお願いします。１枠目の目１、総務費県委託金につきまして、衆議院議

員総選挙の執行実績により減額としております。次の１９ページをお願いします。２枠目の目６、

消防債、節１、消防施設整備事業債につきまして、積載車、小型ポンプの購入実績などにより減

額としております。次の節２、防災基盤整備事業債につきまして、熊本県防災行政無線の整備事

業の延期により、負担金に係る７００万円の減額のほか、Ｊアラート受信機更新工事、深田高山

体育館照明、ＬＥＤ化工事の実績により減額としております。２２ページをお願いします。歳出

でございます。４枠目の目４、衆議院議員総選挙費につきまして、節１、報酬から次のページで、

節１３、使用料及び賃借料までを、選挙の執行実績により減額しております。２７ページをお願

いします。２枠目の目２、非常備消防費、節１７、備品購入費。それから次の、目３、消防施設

費、節１８、負担金補助及び交付金につきまして、実績により減額しております。次の目４、消

防管理費につきまして、節１報酬のほか、各費目で、実績により減額しておりますが、節１８、

負担金補助及び交付金で、熊本県防災行政無線と負担金につきましては、事業延期により歳入に

おいて、起債を減額しておりますが、設備の更新におきまして、通信費の入手困難により、工事

完了が令和９年度の見込みということで、全額を減額しております。また、財源内訳で、一般財

源が２７４万５,０００円と増えておりますが、主な要因としましては、マンホールトイレ設置工

事の繰越しに伴いまして、歳入で、県補助金２６０万円を減額したことによるもので、令和８年

度におきまして、完了後に申請し受け入れるものとしております。３０ページをお願いします。

給与費明細でございますが、特別職におきまして、選挙管理委員報酬などの減額でありまして、

補正額につきましては、比較の欄のとおりでございます。次の３１ページをお願いします。一般

職におきましては、衆議院議員総選挙に係る時間外手当の減額でありまして、補正額につきまし
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ては比較の欄のとおりです。３２ページをお願いします。増減額の明細でございますが、職員手

当の増減理由としましては、時間外手当につき、その他の増減分に区分するものです。以上で、

総務課所管分の説明を終わります。 

◎議長（小見田 和行 君）  万江企画政策課課長。 

●企画政策課長（万江 幸一朗 君）  はい。それでは、企画政策課所管分について説明申し上げま

す。１６ページをお願いいたします。歳入になります。２枠目、目１、総務費国庫補助金、節２、

地方創生臨時交付金の減額は、歳出における税務課所管分、事業の実績に基づくもの。また、節

５、特定地域づくり事業推進交付金及び節６の新しい地方経済生活環境創生交付金の減額につき

ましては、交付額の確定によるものです。１９ページをお願いいたします。１枠目、目４雑入、

節２のデジタル基盤改革支援補助金。次に、２枠目、目１総務債、節２、屋外放送設備整備事業

債。２０ページをお願いいたします。目８、災害復旧債につきまして、いずれも事業費の確定に

より減額をするものです。続きまして、２１ページをお願いいたします。歳出になります。目７

企画振興費、節１８負担金補助及び交付金の球磨焼酎蔵元支援交付金は、物価高騰対策として、

昨年１２月から実施したものですが、不用額を減額するものです。次の、目８電子計算費、節１

３使用料及び賃借料の総合行政システム使用料。また、２２ページをお願いいたします。１枠目、

目１８地方創生費、節１８負担金補助及び交付金の特定地域づくり事業推進交付金につきまして、

歳入に合わせて減額をするものです。なお、２１ページの目１５、地域情報通信基盤整備推進事

業費、それから、２２ページの目２０、テレワーク施設運営費につきましては、財源更正のみと

なります。最後に、２８ページをお願いいたします。最下段の、目１その他公共施設公用施設災

害復旧費のくま川鉄道経営安定化補助金につきましても、歳入に合わせ減額をするものです。以

上、企画政策課所管分の説明を終わります。 

◎議長（小見田 和行 君）  白石税務課長。 

●税務課長（白石 和博 君）  はい。税務課所管分について説明いたします。２２ページをお願い

します。歳出です。２枠目、目３、定額減税調整給付事業費につきましては、経費の確定に伴い

不用額を減額しております。以上で税務課所管分の説明を終わります。 

◎議長（小見田 和行 君）  荒川町民課課長。 

●町民課長（荒川 誠一 君）  それでは、町民課所管分について説明いたします。１６ページをお

願いいたします。歳入です。２枠目、目１、節３につきましては、戸籍法の一部改正により、戸

籍の記載事項にふり仮名名を追加する業務に対する補助金で、その業務実績に伴い、減額したも

のです。２２ページをお願いいたします。歳出です。３枠目、目１につきましては、国庫補助金

の減額に伴います財源更正です。以上で、町民課所管分の説明を終わります。 

◎議長（小見田 和行 君）  緒方生活福祉課課長。 

●生活福祉課長（緒方 理恵 さん）  生活福祉課所管分の専決補正予算について、説明させていた

だきます。１５ページをお願いします。歳入です。５枠目の目１民生費国庫負担金は、教育保育

給付費に対する交付額決定による減額となります。１６ページをお願いします。３枠目の目２民

生費県負担金は、国庫負担金と同じく交付額決定に伴う減額と、救護施設入所者の増員による増

額となります。１７ページをお願いします。１段目の目２民生費県補助金は、全て実績によりま
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す交付額決定により減額したものです。１９ページをお願いします。１枠目の目１民生費納付金

は、救護施設入所者の入院により自己負担金が減額となったものです。２枠目の２段目、目２の

民生債は、全て各事業における給付実績による減額補正となっております。歳出です。２３ペー

ジをお願いします。２枠目の２段目、目４の障害者福祉費と、３枠目の目１児童福祉総務費の節

７から次のページ、２４ページの１枠目、節１８まで、そして、目３子供医療費助成事業費です

が、関連します歳入予算の減額に伴うもので、いずれも実績により減額するものです。同じく２

４ページ、２枠目、目２の救護施設事業費は、歳入における保護費負担金の増額と、自己負担金

の減額による差額分を減額するものです。以上で、生活福祉課所管分の報告を終わります。 

◎議長（小見田 和行 君）  中竹健康推進課課長。 

●健康推進課長（中竹 健次 君）  それでは、健康推進課所管分を説明いたします。１６ページを

お願いいたします。歳入です。１枠目、目２衛生費国庫負担金は、ＢＣＧ予防接種健康被害救済

給付金の負担金で、令和７年度１件の認定がありましたが、交付確定処理が令和は８年度中にな

されることから減額したものです。２枠目、目３衛生費国庫補助金は、国庫補助決定に基づき増

額したものです。１７ページをお願いいたします。中段の目３衛生費県補助金は、事業実績に伴

い減額したものです。１８ページをお願いいたします。最下段の４枠目、目１、特別会計繰入金

は、健康運動教室事業実績に伴い減額したものです。２３ページをお願いいたします。歳出です。

２枠目、目６国民健康保険事業費は、国保会計へ繰り出し実績に伴い減額したものです。２４ペ

ージをお願いいたします。最下段の３枠目、目１保健衛生総務費は、事業実績により減額したも

のです。２５ページをお願いいたします。１枠目、目５、母子保健事業費と目６予防接種事業費

は、事業実績に伴い減額したものです。以上で説明を終わります。 

◎議長（小見田 和行 君）  橋本農林振興課課長。 

●農林振興課長（橋本 英樹 君）  はい。農林振興課所管分について歳入から説明いたします。１

７ページをお願いします。３段目、目４農林水産事業費県補助金は、交付決定に基づき減額した

ものです。１８ページをお願いします。３枠目、３段目、目１０林業振興基金繰入金は、活用事

業費の確定により増額したものです。１９ページをお願いします。２枠目、３段目、目３農林水

産業債は、斉堂地区排水路改修工事の実績により減額したものです。２１ページをお願いします。

歳出について説明いたします。３段目、目１４基金費、説明最下行、森林環境譲与税基金積立金

は、森林環境譲与税の活用事業費が確定したことにより、基金への積立て額を増額したものです。

２５ページをお願いします。２枠目、１段目、目４農業振興費、その下、目７水田農業経営確立

対策事業費は、補助金または事業費の確定により不用額を減額したものです。その下、１６農地

費は、起債の充当減により、財源更正です。２６ページをお願いします。１枠目、１段目、目２

林業振興費は、林業振興基金活用事業費の確定により、その下、目３公有林整備事業費は、補助

金の確定により、それぞれ不用額を減額したものです。以上で説明を終わります。 

◎議長（小見田 和行 君）  沖松商工観光課課長。 

●商工観光課長（沖松 勝彦 君）  はい。それでは、商工観光課所管分の補正予算の説明を行いま

す。まず、１７ページ目です。歳入です。４行目の目５商工観光費県補助金、節１定住促進費補

助金の結婚新生活支援事業補助金は、７件の申請があり、実績額に応じて減額をするものです。



- 9 - 

その下の、移住支援事業費補助金も実績がなかったため減額するものです。次に、１８ページを

お願いいたします。２枠目の目１指定寄附金、節１指定寄附金のふるさと寄附金と企業版ふるさ

と寄附金は、実績額によりそれぞれ減額増額するものです。３枠目の目１、目の１行目、目５産

業活性化基金繰入金、節１産業活性化基金繰入金は、実績に応じて減額をするものです。１９ペ

ージをお願いいたします。１枠目の目４雑入、節１雑入の移住定住交流推進事業費、事業助成金

ですが、空き家ＤＩＹプロジェクト事業を実施した実績額の確定により減額をするものです。２

１ページをお願いいたします。次に、歳出です。３行目の目１４基金費、節２４積立金のふるさ

と基金積立金は、歳入でも御説明しましたが、実績額による減額と、まちひとしごと創生推進基

金積立金は、実績額により増額をするものです。次に、最下段の目１７ふるさと寄附対策費の節

７報償費から、下の節１２委託料にあります。ふるさと寄附及び企業版ふるさと寄附につきまし

ては、実績額によりそれぞれ減額をするものです。次に、２６ページ目をお願いいたします。２

枠目の、目１商工総務費、節１８負担金補助及び交付金の商工業振興補助金と、その下の３枠目

の、目１定住促進費、節１８負担金補助及び交付金の地方就職支援金と、移住定住交流推進事業、

支援事業助成金と結婚新生活支援事業補助金は、実績額によりそれぞれ減額をするものです。以

上で、商工観光課所管分の説明を終わります。 

◎議長（小見田 和行 君）  小田建設課長。 

●建設課長（小田 淳 君）  建設課所管分につきまして、説明いたします。１６ページをお願いし

ます。歳入でございますが、２枠目の目５土木費国庫補助金、節３住宅費補助金につきましては、

補助金の追加交付がありましたので、増額するものです。１９ページをお願いします。２枠目の

目５土木債、節１道路橋梁債につきましては、事業完了分の実績によりまして減額するものです。

以上で説明を終わります。 

◎議長（小見田 和行 君）  山内教育課長。 

●教育課長（山内 悟 君）  はい。それでは、教育課所管分につきまして御説明申し上げます。１

７ページをお願いします。歳入です。最下段、目８、節１、教育費補助金につきましては、説明

欄記載の事業の補助額の確定により減額したものです。１８ページをお願いします。３枠目目７、

節１、学校教育施設整備基金繰入金につきましては、あさぎり中学校改修工事の事業実績により

減額したものです。１９ページをお願いします。２枠目の最下段、目７節１学校施設整備事業債

につきましては、あさぎり中学校改修工事の事業実績により減額したものです。次、２０ページ

をお願いします。１枠目の上段、節２社会教育施設整備事業債につきましては、石坂区と井上区

の公民館施設整備補助金の事業実績及び生涯学習センター西棟屋根改修工事の実績により減額し

たものです。次に２７ページをお願いします。歳出です。１番下の枠の項２、目１学校管理費、

節１３、車借上料につきましては、水俣に学ぶ肥後っ子教室の事業実績により減額したものです。

次に、２８ページをお願いします。１枠目の項３目１、学校管理費、節１２設計委託料とその下

節１４工事請負費につきましては、中学校改修工事の実績に伴い減額したものです。その下、節

１８英語検定料補助金は中学生受験者数、５６名の実績により減額したものです。その下の枠、

目２公民館費、節１８の公民分館等施設整備事業、施設整備費補助金につきましては、石坂区と

井上区の公民分館等施設整備費補助金の実績により減額したものです。その下、目６、生涯学習
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センター事業費の節１２設計監理委託料と、その下、節１４工事請負費は、生涯学習センター西

棟屋根改修工事の実績により減額したものです。その下の枠、目２体育施設費、節１４工事請負

費は、深田高山体育館照明改修工事の実績により減額したものです。説明は以上となります。 

◎議長（小見田 和行 君）  中竹健康推進課長。 

●健康推進課長（中竹 健次 君）  先ほど説明が不足しておりましたので、よろしくお願いいたし

ます。目７健康づくり推進事業費と、目８スマートウェルネスＴ事業費は財源を更正したもので

す。説明が不足しまして申し訳ございませんでした。終わります。 

◎議長（小見田 和行 君）  報告が終わりました。質疑ありませんか。質疑なしと認めます。これ

で報告第３号を終わります。 

◎議長（小見田 和行 君）  日程第６、報告第４号、専決処分した令和７年度あさぎり町国民健康

保険特別会計補正予算第４号の報告についてを議題としします。執行部からの報告を求めます。

町長。 

●町長（北口 俊朗  君）  報告第４号、専決処分した令和７年度あさぎり町国民健康保険特別会

計補正予算第４号の報告について。地方自治法第１８０条第１項の規定により、別紙のとおり専

決処分したので、同条第２項の規定により報告いたします。詳細につきましては担当課長より説

明申し上げますのでよろしくお願いいたします。 

◎議長（小見田 和行 君）  中竹健康推進課課長。 

●健康推進課長（中竹 健次 君）  それでは、報告第４号について説明をいたします。４ページを

お願いいたします。専決処分した令和７年度あさぎり町国民健康保険特別会計補正予算第４号に

ついて説明をいたします。令和７年度あさぎり町国民健康保険特別会計補正予算第４号は次に定

めるところによる。歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４,

３５４万１,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１９億５０万７,０００

円とする。第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。令和８年３月３１日専決。今回の補正に

つきましては、療養給付費や財政調整基金繰入金の減額補正が主なものです。９ページをお願い

いたします。歳入です。１枠目、目１保険給付費等交付金。節１保険給付費等交付金普通交付金

は、実績による減額。節２保険給付費等交付特別交付金は、実績による増額したものです。２枠

目、目１、一般会計繰入金、節３出産育児一時金等繰入金と、節６その他一般会計繰入金は、実

績により減額したものです。３枠目、目１財政調整基金繰入金は、財源調整として減額したもの

です。１０ページをお願いいたします。歳出です。１枠目、目１一般管理費は財源更正をしたも

のです。２枠目、目１療養給付費。次の目２療養費、３枠目、目１高額介護合算療養費、次の目

２高額療養費、４枠目、目１、移送費までの節１８負担金補助及び交付金は、実績により減額し

たものです。１１ページをお願いいたします。１枠目、目１出産育児一時金、２枠目、目１医療

費分は、財源更正したものです。３枠目、目１、一般会計繰入金は、健康運動教室事業繰出金の

実績に伴い減額したものです。以上で説明を終わります。 

◎議長（小見田 和行 君）  報告が終わりました。質疑ありませんか。質疑なしと認めます。これ

で報告第４号を終わります。 
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◎議長（小見田 和行 君）  日程第７、報告第５号、専決処分した令和７年度あさぎり町水道事業

会計補正予算第６号の報告についてを議題とします。執行部からの報告を求めます。町長。 

●町長（北口 俊朗  君）  報告第５号、専決処分した令和７年度あさぎり町水道事業会計補正予

算第６号の報告について。地方自治法第１８０条第１項の規定により、別紙のとおり専決したの

で、同条第２項の規定により報告いたします。詳細につきましては担当課長より説明申し上げま

すのでよろしくお願いいたします。 

◎議長（小見田 和行 君）  鬼塚上下水道課課長。 

●上下水道課長（鬼塚 拓夫 君）  それでは、報告第５号につきまして説明をいたします。２ペー

ジにつきましては、専決処分書となります。４ページをお願いします。第１条から読み上げます。

第１条、令和７年度あさぎり町水道事業会計の補正予算第６号は次に定めるところによる。第２

条、令和７年度あさぎり町水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入の予定額を次のとおり補

正する。収入第１款、水道事業収益。補正前の額、４億４,５９３万４,０００円。補正額、８万

８,０００円、計４億４,６０２万２,０００円。第３条、予算第４条本文括弧書きの全文を資本的

収入額が資本的支出額に対し不足する額、８,４２８万８,０００円は、過年度分損益勘定留保資

金、５,７４９万１,０００円。及び、消費税及び地方消費税資本的収支調整額２,６７９万７,０

００円で補填するものとするに改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。支出第１款、

資本的支出。補正前の額、５億８,７８６万１,０００円。補正額８万８,０００円、計５億８,７

９４万９,０００円。詳細につきましては、１１ページをお願いします。水道事業会計補正予算第

６号の第６号説明書の収益的収入です。１目、受取利息及び配当金は、右手受取利息の実績によ

り増額したものです。１２ページをお願いします。資本的支出です。１目、投資は受入れた利息

を基金に積み立てるため増額したものです。次に、７ページをお願いします。キャッシュフロー

計算書です。右側、下から３行目の資金増加額３,４１８万５,０００円。１番下の行、資金期末

残高７億４,８８３万円となる見込みです。８ページをお願いします。このページから１０ページ

にかけまして、令和７年度あさぎり町水道事業予定貸借対照表です。８ページ、最下段の資産合

計と、１０ページ、最下段の負債資本合計はともに６０億４,１９８万１,７５６円の見込みです。

報告は以上です。 

◎議長（小見田 和行 君）  報告が終わりました。質疑ありませんか。質疑なしと認めます。これ

で報告第５号を終わります。 

◎議長（小見田 和行 君）  日程第８、報告第６号、専決処分した令和７年度あさぎり町下水道事

業会計補正予算の報告についてを議題とします。執行部からの報告を求めます。町長。 

●町長（北口 俊朗  君）  報告第６号、専決処分した令和７年度あさぎり町下水道事業会計補正

予算第５号の報告について。地方自治法第１８０条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分

したので、同条第２項の規定により報告いたします。詳細につきましては担当課長より説明申し

上げますのでよろしくお願いいたします。 

◎議長（小見田 和行 君）  鬼塚上下水道課課長。 

●上下水道課長（鬼塚 拓夫 君）  それでは、報告第６号につきまして説明をいたします。２ペー

ジにつきましては、専決処分書となります。４ページの第１条から読み上げます。第１条、令和



- 12 - 

７年度あさぎり町下水道事業会計の補正予算第５号に、第５号は次に定めるところによる。第２

条、令和７年度あさぎり町下水道事業会計補正、事業会計予算第３条に定めた収益的収入の予定

額を次のとおり補正する。収入第１款水道事業収益、補正前の額、６億５,４８６万円。補正額１

万２,０００円。計６億５,４８７万２,０００円。５ページをお願いします。第３条、予算第４条

本文括弧書きの全文を資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額、２億９,８０４万４,００

０円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１,００２万２,０００円、損益勘定留

保資金１億９,０５７万３,０００円、利益剰余金処分額９,７４４万９,０００円で補填するもの

とするに改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。収入第１款、資本的収入、

補正前の額２億５,１５５万９,０００円。補正額４,２００万円の減額、計２億９５５万９,００

０円。支出第１款、資本的支出、補正前の額、５億７５９万２,０００円。補正額１万１,０００

円、計５億７６０万３,０００円。第４条、利益剰余金のうち、９,７４４万９,０００円は、資本

的収入額が資本的支出額に対し不足する額の補填に処分するものとする。詳細につきましては、

１２ページをお願いします。下水道事業会計補正予算第５号説明書の収益的収入です。１目、受

取利息及び配当金は、受取利息の実績により増額したものです。１３ページをお願いします。資

本的収入です。１目基金繰入金の減額は、基金繰入金の一部について、会計資金を充てることと

したため減額をしたものです。１４ページをお願いします。資本的支出です。１目基金積立金は、

受入れた利息を基金に積み立てるため増額をしたものです。次に、９ページをお願いします。キ

ャッシュフロー計算書です。右側、下から３行目の資金増加額、２,９１３万７,０００円の減。

１番下の行、資金期末残高は７,３４７万８,０００円となる見込みです。１０ページをお願いし

ます。このページから１１ページにかけまして、令和７年度あさぎり町下水道事業予定貸借対照

表です。１０ページ右下二重下線部の資産合計と、次の１１ページ、最下段の負債資本合計はと

もに９６億５,３４６万５,５５６円の見込みです。報告は以上です。 

◎議長（小見田 和行 君）  報告が終わりました。質疑ありませんか。質疑なしと認めます。これ

で報告第６号を終わります。 

◎議長（小見田 和行 君）  日程第９、同意第１号、あさぎり町固定資産評価委員の選任同意につ

いてを議題とします。先例にならい、白石税務課長の退席を求めます。提出者の説明を求めます。

町長。 

●町長（北口 俊朗  君）  同意第１号、あさぎり町固定資産評価委員の選任同意について。あさ

ぎり町固定資産評価委員を次のとおり選任したいので議会の同意を求める。住所、熊本県球磨郡

あさぎり町深田西１６８３番地。氏名、白石和博。生年月日、昭和５０年１１月２９日生まれ。

提案理由を申し上げます。あさぎり町固定資産評価委員を選任するため、地方税法第４０４条の

第２項、あさぎり町税条例第７６条及びあさぎり町固定資産評価委員規則第２条の規定により、

議会の同意を求めるものでございます。以上、提案申し上げますので同意頂きますよう、よろし

くお願い申し上げます。 

◎議長（小見田 和行 君）  提出者の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑あ

りませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論あ

りませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから、同意第１号を採決しま
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す。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。起立多数です。したがって、

同意第１号は原案のとおり可決されました。白石税務課長の入場を許します。 

◎議長（小見田 和行 君）会議の途中ですが、ここで１０分間休憩いたします。 

 

 

 

  休憩 午前 ９時５７分 

 

 

再開 午前１０時０７分 

 

 

 

◎議長（小見田 和行 君）  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

◎議長（小見田 和行 君）  日程第１０、常任委員会委員の選任を行います。お諮りします。常任

委員会委員の選任については、御手元に配付しました名簿のとおりにしたいと思います。御異議

ありませんか。異議なしと認めます。したがって、常任委員会委員の選任については、御手元に

配りました名簿のとおりにすることに決定しました。 

◎議長（小見田 和行 君） 各常任委員会開催のため暫時休憩いたします。 

 

 

 

  休憩 午前１１時０８分 

 

 

再開 午前１１時２３分 

 

 

 

◎議長（小見田 和行 君）  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

◎議長（小見田 和行 君）  日程第１１、議会運営委員会委員の選任についてを議題とします。お

諮りします。議会運営委員会委員の選任については、御手元に配付のとおり、配りました名簿の

とおりにしたいと思います。御異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議会運営委

員会委員は、御手元に配りました名簿のとおり選任することに決定しました。議会運営委員会開

催のため暫時休憩いたします。 

 

 

 

  休憩 午前１１時２３分 

 

 

再開 午前１１時３０分 
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◎議長（小見田 和行 君）  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

◎議長（小見田 和行 君）  日程第１２、常任委員会及び議会運営委員会の委員長、副委員長の選

任結果の報告を議題とします。総務建設経済常任委員会、厚生文教常任委員会、議会運営委員会

の順に各委員会の代表者に発表願います。最初に、総務建設経済常任委員会の報告をお願いいた

します。溝口議員。 

○議員（１２番 溝口 峰男 君）  それでは、総務建設経済常任委員会の委員長、副委員長を報告

させていただきます。委員長に溝口峰男、私がさせていただくことになりました。そして、副委

員長に森岡勉議員をお願いすることにいたしました。よろしくお願いいたします。 

◎議長（小見田 和行 君）  次に、厚生文教常任委員会の報告お願いします。 

○議員（３番 小谷 節雄 君）  厚生常任委員会から御報告をいたします。厚生委員会を開催いた

しまして、指名推選によりまして委員長に私小谷。それから副委員長に小松英一議員が、選任を

されました。以上報告をいたします。 

◎議長（小見田 和行 君）  最後に、議会運営委員会の報告をお願いします。山口議員。 

○議員（１０番 山口 和幸 君）  それでは、議会運営委員会からの報告をいたします。議会運営

委員会の委員長に私、山口。そして副委員長に、橋本誠議員になりました。どうぞ皆さん方の御

協力をよろしくお願いいたします。 

◎議長（小見田 和行 君）  日程第１３、広報調査特別委員会委員の辞任についてを議題とします。

４月２３日に難波文美委員、山口和幸委員、溝口峰男議員、４月２７日に森岡勉委員から、各委

員会の申合せにより広報調査特別委員会委員を辞任したいとの申出があります。お諮りします。

本件は申出のとおり辞任を許可することに御異議ありませんか。異議なしと認めます。したがっ

て、難波文美委員、山口和幸委員、溝口峰男委員、森岡勉委員の広報調査特別委員の辞任を許可

することに決定いたしました。 

◎議長（小見田 和行 君）  日程第１４、広報調査特別委員会委員の選任についてを議題とします。

広報調査特別委員会委員に４人の欠員が生じましたので、新しい委員の選任を行います。お諮り

します。新しい委員については、委員会条例第８条の８条第４項の規定によって、御手元に配り

ました名簿のとおり、永井英治議員、橋本誠議員、小谷節雄議員、加藤弘議員を指名したいと思

います。御異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって、新委員として永井英治議員、

橋本誠議員、小谷節雄議員、加藤弘議員を選任することに決定しました。 

◎議長（小見田 和行 君）広報調査特別委員会開催のため暫時休憩します。 

 

 

 

  休憩 午前１１時３４分 

 

 

再開 午前１１時３９分 
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◎議長（小見田 和行 君）  休憩前に引き続き、会議を再開します。 

◎議長（小見田 和行 君）  日程第１５、特別委員会の委員長副委員長の選任結果についてを議題

とします。広報特別調査委員会の代表者に報告願います。加賀山議員。 

○議員（６番 加賀山 瑞津子 さん）  ただいま、会議をいたしまして、委員長に私、加賀山瑞津

子、副委員長に加藤委員に決定いたしました。町民目線での広報紙づくり、努めてまいりたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

◎議長（小見田 和行 君）  日程第１６、議員派遣の件についてを議題とします。お諮りします。

御手元に配付しました文書のとおり議員の派遣を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。

異議なしと認めます。したがって、議員を派遣することに決定しました。お諮りします。議員派

遣の場所、期日等について変更が生じた場合は、議長に一任願いたいと思いますが、御異議ござ

いませんか。異議なしと認めます。したがって、議員派遣の場所、期日等について変更が生じた

場合は議長に一任することに決定しました。 

◎議長（小見田 和行 君）  お諮りします。本日の会議で議決の結果生じた条項、字句、数字その

他の整理を要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思います。御異議ございま

せんか。異議なしと認めます。したがって、条項字句数字その他の整理を議長に委任することに

決定しました。これで、本日の日程は全部終了しました。会議を閉じます。令和８年度あさぎり

町議会第１回会議を閉会します。 

●議会事務局長（高田 真之 君）  御起立ください。礼。 

 

 

 

 

午後１１時４１分 閉 会 
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